
広報しかべ　令和４年５月号 6

犬の飼い主の皆さんへ

　　 9：00～ 9：15　旧ロイヤルホテル前　　10：50～11：05　（旧）役　場　前
　　 9：25～ 9：30　出 来 澗 会 館 前　　11：10～11：20　商　工　会　前
　　 9：35～ 9：40　本別団地横広場　　11：25～11：30　（新）役　場　前
　　 9：50～10：05　本別中央会館前　　11：35～11：40　大岩生活改善センター跡地
　　10：10～10：20　宝　光　寺　前　　
　　10：30～10：40　総 合 体 育 館 前

　　10：00～10：40　（旧）役　場　前
　※10時45分以降、戸別（訪問）注射を実施します。希望される方は
　　役場民生課へご連絡ください。

注射手数料　３，２４０円（注射料2, 690円、注射済票交付手数料550円）

●動物病院で注射を受けた方（受ける方）は、病院から交付される「狂犬病予防注射済証」を役場にお持ち
　ください。注射済票を交付します。（交付手数料550円）

※お問い合わせ先　役場民生課（℡：７－５２９０）

　生後３か月以上の犬の飼い主は、狂犬病予防注射を年１回受けさせることが義務づけられています。飼い
主の皆さんは、次のとおり行う集合注射又は動物病院で注射を受けるようにしてください。
　飼い犬を登録されている方には集合注射の案内通知を５月初め頃に送付しますので、集合注射で受ける場
合にはこの通知を必ずご持参ください。まだ登録されていない方については、注射を受ける前に役場民生課
において事前に登録願います。（登録料3, 000円）


